
2024 年 4 月 1 日 

 

会社法第 801条第 1項に規定する吸収合併に関する事項を記載した書面 

 

コムチュア株式会社 

代表取締役  澤田 千尋 

 

2024 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、ソフトウエアクリエイション株式

会社（以下「ソフトウエアクリエイション」といいます。）を吸収合併消滅会社として行った吸収

合併（以下「本吸収合併」といいます。）に関する会社法第 801 条第 1 項に定める事項は以下のと

おりです。 

 

1. 吸収合併が効力を生じた日 

 2024 年 4 月 1 日 

 

2. 吸収合併消滅会社（ソフトウエアクリエイション）における事項 

(1) 会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過 

 ソフトウエアクリエイションは、当社の完全子会社であったため、該当事項はありま

せん。 

(2) 会社法第 785 条、第 787 条及び第 789 条の規定による手続の経過 

(a) 会社法第 785 条の規定による手続については、ソフトウエアクリエイションが

当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

(b) 会社法第 787 条の規定による手続については、新株予約権を発行していないた

め、該当事項はありません。 

(c) ソフトウエアクリエイションは、会社法第 789 条の規定により、2024 年 1 月 25

日付け官報において本吸収合併に対する異議申述の公告を行うとともに、2024

年 2 月 1 日付けで知れている債権者に対して異議申述の通知を行いましたが、

異議申述された債権者はいませんでした。 

 

3. 吸収合併存続会社（当社）における事項 

(1) 会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過 

 本吸収合併は、会社法第 796 条第 2 項に該当するため、該当事項はありません。 

(2) 会社法第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過 

(a) 当社は、会社法第 797 条の規定により、2024 年 2 月 1 日付け電子公告において

本吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会社であるソフトウエアクリエイショ

ンの商号及び住所を公告いたしましたが、株式買取請求を行った株主はいませ

んでした。 

(b) 当社は、会社法第 799 条の規定により、2024 年 1 月 25 日付け官報及び同年 2 月

1 日付けの電子公告により、本吸収合併に対する異議申述の公告を行いましたが、

異議申述された債権者はいませんでした。 

 

4. 吸収合併により承継した重要な権利義務 

 当社は、効力発生日をもって、ソフトウエアクリエイションの資産、負債及びその他の権利

義務一切を承継しました。その概算額は、2024 年 2 月 28 日現在における金額により計算し

た場合、承継資産が約 983 百万円、承継負債が約 326 百万円となります。 

 

5. 事前備置書面 

 別冊の事前備置書類をご覧ください。 

 



6. 変更登記をした日 

 2024 年 4 月 1 日 

 

7. その他重要な事項 

 該当事項ありません。 

以上 







 







 

 

 

 



 



 

 

 

 

































































































 

 

監 査 報 告 書 

 

 2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日までの第４８期事業年度の取締役の職務の執行を監査い

たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の方法及びその内容 

監査役は、取締役その他の使用人などと意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人などからその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類などを閲覧し、業務及び財

産の状況を調査いたしました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたし

ました。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本など変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検

討いたしました。 

 

２．監査の結果 

 (1) 事業報告などの監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認めます。 

 

  

2023年 5 月 6 日 

 

 

ソフトウエアクリエイション株式会社 

 

監査役   田村 誠二 

 

 

 

 

 

 

 


